
北海道旭川方面公安委員会告示第46号

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第２条の

表の６の項の上欄の規定により、北海道旭川方面公安委員会が必要と認める交通誘

導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線名に応じ、同表の右欄に掲げる区域にお

いて行うものとし、平成19年６月１日から施行する。

平成18年12月１日

北海道旭川方面公安委員会委員長 山 下 裕 久

路 線 名 区 域

一般国道12号

一般国道38号

一般国道39号

一般国道40号

一般国道231号

一般国道232号

一般国道233号

一般国道237号

一般国道238号

一般国道239号

一般国道273号

一般国道274号

一般国道275号

一般国道333号

一般国道452号

道道 枝幸音威子府線

道道 鷹栖東神楽線 旭川方面に所在する警察署が管轄する地

道道 礼文島線 域

道道 深川雨竜線

道道 旭川深川線

道道 士別滝の上線

道道 増毛稲田線

道道 旭川多度志線

道道 稚内天塩線

道道 沓形仙法志鴛泊線

道道 美唄富良野線

道道 愛別当麻旭川線

道道 温根別剣淵停車場線

道道 三和剣淵線

道道 幌糠小平停車場線

道道 霧立小平線

道道 達布石狩沼田線

道道 日進名寄線

改正文（平成21年北海道旭川方面公安委員会告示第22号）抄

平成21年６月1日から施行する。

改正文（平成26年北海道旭川方面公安委員会告示第46号）抄

平成27年６月1日から施行する。


